
長崎市住民投票条例 

令和３年９月３０日 

条例第３７号 

（目的） 

第１条 この条例は、市政に係る重要事項について、住民の意思を直接確

認するための投票（以下「住民投票」という。）の制度を設けることに

より、住民の市政への参画機会の拡充を図り、もって住民自治の推進に

資することを目的とする。 

（住民投票に付することができる重要事項） 

第２条 住民投票に付することができる市政に係る重要事項は、現在又は

将来の本市及び住民全体に重大な影響を与え、又は与える可能性のある

事項（次に掲げる事項を除く。）であって、住民に直接その賛成又は反

対を確認する必要があるものとする。 

 ⑴ 本市の権限に属さない事項 

 ⑵ 法令の規定に基づき住民が投票を行うことができる事項 

 ⑶ 専ら特定の市民又は地域に関する事項 

 ⑷ 本市の組織、人事又は財務に関する事項 

 ⑸ 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する

事項 

 （投票資格者） 

第３条 住民投票の投票権を有する者（以下「投票資格者」という。）は、 

年齢満１８歳以上の本市の区域内に住所を有する者であって、次の各号

のいずれかに該当するものとする。 

⑴ 本市に住民票が作成された日（他の市町村（特別区を含む。）から



本市の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法（昭和４２年法律第

８１号）第２２条の規定により届出をしたものについては、当該届出

をした日。次号において同じ。）から引き続き３箇月以上本市の住民

基本台帳に記録されている者であって、次のアからウまでのいずれか

に該当するもの 

ア 日本の国籍を有する者 

イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国

管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）に定める特別永住者 

ウ 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第

２の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者 

⑵ 本市に住民票が作成された日から引き続き５年以上本市の住民基本

台帳に記録されている者であって、出入国管理及び難民認定法別表第

１又は別表第２に規定する在留資格をもって在留するもの（前号ウに

該当する者を除く。） 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、住民

投票の投票権を有しない。 

 ⑴ 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１１条第１項若しくは

第２５２条、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第２８条

又は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票

機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律（平成１３年法律第１

４７号）第１７条第１項から第３項までの規定（以下「選挙法規定」

という。）により選挙権を有しない者 

⑵ 前項第１号イ若しくはウ又は第２号に該当する者を公職選挙法第９

条に規定する選挙権を有する者とみなして選挙法規定を適用した場合

に選挙権を有しないこととなる者 



 （住民投票の形式） 

第４条 住民投票に付する事項は、二者択一で賛成又は反対を問う形式の

ものとしなければならない。 

 （請求代表者証明書の交付等） 

第５条 住民投票の実施を請求しようとする者 ( 以下「請求代表者」とい

う。 ) は、その請求の要旨その他必要な事項を記載した書面 ( 以下「実

施請求書」という。 ) を添え、市長に対し、文書で請求代表者証明書の

交付を申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、次に掲げる事

項に該当することを確認したときは、請求代表者に、実施請求書を添え 

て請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。 

⑴ 実施請求書に記載された請求の要旨が第２条に規定する住民投票に

付することができる市政に係る重要事項に該当すること。 

⑵ 前条に規定する形式に該当すること。 

⑶ 請求代表者が当該申請の日現在における投票資格者であること。 

３ 市長は、前項の規定により請求代表者証明書を交付する場合は、第１

項の規定による申請をした日現在における投票資格者の総数の６分の１

の数（以下「必要署名数」という。）を請求代表者に通知し、かつ、そ

の旨を告示しなければならない。 

 （署名等の収集） 

第６条 請求代表者は、住民投票の実施に係る請求者の署名簿（以下「署

名簿」という。）に実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又は 

 その写しを付して、投票資格者に対し、署名等を求めなければならない。 

２ 請求代表者は、投票資格者に委任して、他の投票資格者に署名等を求

めることができる。この場合において、委任を受けた者は、実施請求書



又はその写し及び請求代表者証明書又はその写し並びに請求代表者の委

任状を付した署名簿を用いなければならない。 

３ 請求代表者（前項の規定による委任を受けた者を含む ｡ ）は、本市の

区域内で衆議院議員、参議院議員、長崎県の議会の議員若しくは知事又

は本市の議会の議員若しくは市長の選挙（以下「選挙」という。）が行

われることとなるときは、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号

）第９２条第４項に規定する期間、当該選挙が行われる区域内において

は、署名等を求めることができない。 

４ 署名等は、前条第２項の規定による告示の日から１箇月以内でなけれ

ば求めることができない。ただし、前項の規定により署名等を求めるこ

とができないこととなった区域においては、その期間は、前項の規定に

より署名等を求めることができないこととなった期間を除き、前条第２

項の規定による告示の日から３１日以内とする。 

（署名簿の提出等） 

第７条 請求代表者は、署名等をした者の数が第５条第３項の規定により

告示された必要署名数以上の数となった場合は、前条第４項の規定によ 

る期間中又は期間満了の日（同項ただし書の規定が適用される場合には、 

同項に規定する期間が満了する日をいう ｡ ）の翌日から５日以内に署名

簿（署名簿が２冊以上に分かれている場合は、これらを一括したもの）

を市長に提出し、署名簿に署名等をした者が投票資格者であることの証

明を求めなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、当該

提出が同項の規定による期間を経過してなされたものであるとき、又は

署名簿に署名等をした者の数が必要署名数に満たないことが明らかであ

るときは、これを却下しなければならない。 



 （審査名簿の調製等） 

第８条 市長は、前条第１項の規定による署名簿の提出を受けた場合にお

いては、同条第２項の規定により却下するときを除き、市長が別に定め

るところにより、審査名簿（第５条第２項の規定による請求代表者証明

書の交付の日現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。）を

調製しなければならない。 

２ 審査名簿は、磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確

実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。）をもって調製

することができる。 

３ 市長は、第１項の規定により審査名簿を調製した場合は、その日の翌

日から５日間、投票資格者からの申出に応じ、審査名簿の抄本（当該申

出を行った投票資格者が記載された部分に限る。）を閲覧させなければ

ならない。 

４ 第１項の規定による審査名簿の登録に関し不服がある者は、前項に規

定する閲覧の期間内に文書で市長に異議を申し出ることができる。 

５ 市長は、前項の異議の申出を受けた場合は、その異議の申出を受けた

日から３日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなけ

ればならない。この場合において、その異議の申出を正当であると決定

したときは、その異議の申出に係る者を速やかに審査名簿に登録し、又 

は審査名簿から抹消し、その旨を当該異議の申出人及び関係人に通知し、 

併せてこれを告示し、その異議の申出を正当でないと決定したときは、

速やかにその旨を当該異議の申出人に通知しなければならない。 

６ 市長は、第１項の規定により審査名簿の調製をした日後、当該調製の

際に登録されるべき投票資格者が審査名簿に登録されていないことを知

った場合には、その者を速やかに審査名簿に登録し、その旨を告示しな



ければならない。 

 （署名等の審査等） 

第９条 市長は、第７条第１項の規定による証明を求められた場合は、そ

の日から２０日以内に審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証

明しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による証明が終了した場合は、その日から７日間、 

署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。 

３ 署名簿の署名等に関し異議がある場合は、関係人は、前項の規定によ

る縦覧の期間内に文書で市長に異議を申し出ることができる。 

４ 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合は、その異議の申

出を受けた日から１４日以内にその異議の申出が正当であるかないかを

決定しなければならない。この場合において、その異議の申出を正当で

あると決定したときは、速やかに第１項の規定による証明を修正し、そ

の旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正

当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければ

ならない。 

５ 市長は、第２項の規定による縦覧の期間内に関係人の異議の申出がな 

いとき、又は前項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、 

その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に

返付しなければならない。 

 （住民投票の実施に係る請求） 

第１０条 住民投票の実施に係る請求は、前条第５項の規定による署名簿

の返付を受けた日から５日以内に、市長に対し、実施請求書に第５条第

３項の規定により告示された必要署名数を満たしていることを証明する

書面及び署名簿を添えてこれをしなければならない。 



２ 市長は、前項の規定による請求があった場合において、署名簿に署名

等をした者の数が必要署名数に達しないとき、又は当該請求が同項の規

定による期間を経過しているときは、これを却下しなければならない。 

 （住民投票の実施） 

第１１条 市長は、前条第１項の規定による請求を受けた場合（前条第２

項の規定により却下した場合を除く。）は、住民投票を実施しなければ

ならない。 

２ 市長は、前項の規定により住民投票を実施する場合は、直ちに請求代

表者に通知し、その旨を告示しなければならない。 

 （投票日等） 

第１２条 市長は、前条第２項の規定による告示の日から起算して９０日

以内（当該期間に選挙が行われることによる事務処理上の困難がある等

のやむを得ない事情があると市長が認める場合は、１２０日以内）にお 

いて、住民投票の期日（以下「投票日」という。）を定めるものとする。 

２ 市長は、前項の規定により投票日を定めた場合は、投票日その他必要 

な事項を当該投票日の少なくとも７日前までに告示しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による告示の日後、投票日に選挙が行われること

となったことによる事務処理上の困難がある等のやむを得ない事情があ

ると認める場合は、投票日を第１項に規定する期間内で変更することが

できる。この場合において、市長は、変更後の投票日その他必要な事項

を当該変更後の投票日の少なくとも７日前までに告示しなければならな

い。 

 （投票資格者名簿の調製等） 

第１３条 市長は、投票資格者について、市長が別に定めるところにより、 

投票資格者名簿（前条第２項（同条第３項本文の規定により投票日を変



更した場合にあっては、同項後段）の規定による告示の日（以下この条

において「投票日の告示日」という。）の前日現在の投票資格者を登録

した名簿をいう。以下同じ。）を調製するものとする。 

２ 投票資格者名簿は、投票区ごとに編製しなければならない。 

３ 投票資格者名簿は、磁気ディスクをもって調製することができる。 

４ 市長は、第１項の規定により投票資格者名簿を調製した場合は、当該

調製が行われた日の翌日に、投票資格者からの申出に応じ、投票資格者

名簿の抄本（当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。）

を閲覧させなければならない。 

５ 第１項の規定による投票資格者名簿の登録に関し不服がある者は、前

項の規定による閲覧の期間内に文書で市長に異議を申し出ることができ

る。 

６ 市長は、前項の異議の申出を受けた場合は、その異議の申出を受けた

日から３日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなけ

ればならない。この場合において、その異議の申出を正当であると決定

したときは、その異議の申出に係る者を速やかに投票資格者名簿に登録

し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を当該異議の申出人及び関

係人に通知し、併せてこれを告示し、その異議の申出を正当でないと決

定したときは、速やかにその旨を当該異議の申出人に通知しなければな

らない。 

７ 市長は、第１項の規定により投票資格者名簿の調製をした日後、当該

調製の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きそ

の資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場

合には、その者を速やかに投票資格者名簿に登録し、その旨を告示しな

ければならない。 



 （投票区及び投票所） 

第１４条 投票区及び投票所（第１８条第１項に規定する期日前投票の投

票所を含む。）は、市長が別に定めるところにより設ける。 

 （投票管理者） 

第１５条 市長は、前条に規定する投票所に、投票管理者を置く。 

２ 投票管理者は、投票資格者の中から市長が選任した者をもって、これ

に充てる。 

 （投票立会人） 

第１６条 市長は、投票資格者の中から、本人の承諾を得て、２人以上５

人以下の投票立会人を選任し、投票日前３日までに、本人に通知しなけ

ればならない。 

 （投票の方法等） 

第１７条 住民投票は、１人１票に限る。 

２ 住民投票を行う投票資格者（以下「投票人」という。）は、投票日（ 

次条第１項の規定による期日前投票にあっては、当該期日前投票の当日。 

第２０条において同じ。）、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はそ

の抄本（当該投票資格者名簿が第１３条第３項の規定により磁気ディス

クをもって調製されている場合には、当該投票資格者名簿に記録されて

いる全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類）の対照を経

なければ、投票をすることができない。 

３ 投票人は、自ら投票所において、投票用紙に印刷された選択肢から１ 

 つを選択し、所定の欄に○の記号を記載して、これを投票箱に入れなけ

ればならない。 

４ 投票用紙には、投票人の氏名を記載してはならない。 

（期日前投票等） 



第１８条 投票人は、前条第２項の規定にかかわらず、市長が別に定める

ところにより、期日前投票を行うことができる。 

２ 投票人は、前条第２項及び第３項の規定にかかわらず、市長が別に定

めるところにより、不在者投票を行うことができる。 

３ 投票人は、前条第３項及び第２６条の規定にかかわらず、市長が別に

定めるところにより、点字（公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９

号）別表第１に定める点字をいう。）による投票を行うことができる。 

４ 前条第３項及び第２６条の規定にかかわらず、心身の故障その他の事 

由により、自ら所定の欄に○の記号を記載することができない投票人は、 

投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。 

 （投票資格者名簿の登録及び投票） 

第１９条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることがで

きない。 

２ 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録され

ることができない者であるときは、投票をすることができない。 

 （投票資格者でない者の投票） 

第２０条 投票日、投票資格者でない者は、投票をすることができない。 

 （投票の秘密保持） 

第２１条 何人も、投票人の投票した内容を陳述する義務はない。 

 （開票所） 

第２２条 開票所は、市長が別に定めるところにより設ける。 

（開票管理者） 

第２３条 市長は、前条に規定する開票所に、開票管理者を置く。 

２ 開票管理者は、投票資格者の中から市長が選任した者をもって、これ

に充てる。 



 （開票立会人） 

第２４条 市長は、投票資格者の中から、本人の承諾を得て、３人の開票

立会人を選任し、直ちに本人に通知しなければならない。 

 （投票の効力） 

第２５条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定し

なければならない。この場合において、その決定に当たっては、次条の

規定に反しない限り、その投票した投票人の意思が明白であれば、その

投票を有効とするようにしなければならない。 

 （無効投票） 

第２６条 投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効 

 とする。 

 ⑴ 所定の用紙を用いないもの 

 ⑵ ○の記号以外の事項を記載したもの 

 ⑶ ○の記号を自書しないもの 

 ⑷ ○の記号のほか、他事を記載したもの 

 ⑸ ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの 

⑹ ○の記号を投票用紙に印刷された選択肢のいずれに記載したのか判

別し難いもの 

 （住民投票の成立要件等） 

 第２７条 住民投票は、一の事項について投票した者の総数が当該住民投    

票の投票資格者の総数の２分の１に満たない場合は、成立しないものと

する。この場合において、開票作業その他の作業は行わない。 

 （投票の結果等） 

第２８条 市長は、前条の規定により住民投票が成立しなかった場合、又

は住民投票が成立し、当該住民投票の結果が確定した場合は、速やかに



これを告示し、その内容を請求代表者に通知しなければならない。 

 （結果の尊重） 

第２９条 市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。 

 （情報の提供） 

第３０条 市長は、住民投票の実施に当たっては、投票資格者に対し、当

該住民投票に係る必要な情報を適当な方法により提供しなければならな

い。 

２ 市長は、前項の規定による情報の提供に当たっては、中立性の保持に

努めなければならない。 

 （投票運動） 

第３１条 住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫その他の住民の自由

な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環

境が侵害されるものであってはならない。 

（請求の制限期間） 

第３２条 この条例の規定による住民投票が実施された場合は、第２８条

の規定による告示の日から２年が経過するまでの間、同一の事項又は当

該事項と同旨の事項について、第１０条第１項の規定による住民投票の

実施に係る請求をすることができない。 

 （委任） 

第３３条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 


